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 このたび、埼玉県遊技業協同組合から「埼玉県特定非営利活動促進基金（埼玉県 NPO基金）」

に寄附をいただきました。 

 当基金へは、同組合の社会貢献活動の一環として平成 22年度から寄附をいただいており、今

回で 10回目、寄附額の累計は 150万円になります。 

 今回は、活動分野を問わず、幅広い分野の NPOへの支援が可能となる「一般寄附」へ寄附をい

ただきました。 

 いただいた寄附は、令和 3年度 NPO活動サポート事業（スタートアップ事業）の実施に活用さ

せていただきます。 

 

● 寄附の概要 

１ 寄附金額  100,000円 

２ 寄附分野  一般寄附 

３ 寄附回数    10回目（累計：1,500,000円） 

 

【参考】 

（１）埼玉県特定非営利活動促進基金（埼玉県 NPO基金）について 

   広く NPO活動を支援する「一般寄附」と、特定の分野での NPO活動を支援する「分野希 

  望寄附」があり、分野希望寄附の場合は１９の活動分野から支援したい分野を希望できま 

  す。  

（２）NPO活動サポート事業（スタートアップ事業）について 

   令和 3年度に新設された事業で、一般寄附を活用し活動をこれから本格化しようとする 

  設立 3年以内の法人の実施する事業を対象に助成を行います。 
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